
第 5章 自然再生整備計画 
 1.保全･再生箇所の抽出 
1.1 保全箇所の抽出方針 

 
 
 

低水路や高水敷の掘削等、河川改修を要さない所を前提に、現在特徴的な環境や希少な環境が形成され
ている場所を再生する。 

◇RHS・HQAにより抽出した特徴的な河川環境 

 
 
 
 
 
 
1.2再生箇所の抽出方針 
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◇緊急治水対策が予定されている箇所 
 （河道内に関わる箇所） 

今後緊急治水対策を行う場所、あるいは湿地環境等のエコロジカルネットワークの機能を失った場所で
あり、高水敷幅に余裕があるなど、再生に向けた整備が実施可能な場所を再生箇所として位置付ける。

再生箇所の位置付け 

◇現状において課題となっている箇所 
















